
事務所移転及び電話番号等変更のご案内 
このたび、松本食品衛生検査所の検査部門を長野本部に統合するため松本食品衛生検査所

を閉所し、令和３年４月１日より下記に事務所を移転させて頂くことになりました。 

検体受付業務は引き続き新事務所で行いますので、今後とも何卒よろしくお願い致します。  

（案内図） 

 

 

※ 「ミノン様」の東と西に道がありますが、東の道（「ミノン様」と「鎌崎・新村事務所様」の看板
の間）を５０ｍほど入ったところです。 
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